
証券コード　4771
2019年６月４日

株 主 各 位
大阪府吹田市江坂町１丁目23番38号

代表取締役社長 森 中 一 郎

第29期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第29期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月25日（火曜日）午
後５時までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月26日（水曜日）午後２時
２．場 所 大阪府吹田市江坂町１丁目23番38号

Ｆ＆Ｍビル７階　大阪本社セミナールーム
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第29期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第29期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。
（アドレス　http://www.fmltd.co.jp/）

◎当日は、「COOL BIZ（クールビズ）」にてご対応いたします。株主の皆様におかれまして
も、軽装にてご出席くださいますようご案内申し上げます。

◎「第29期定時株主総会招集ご通知」より日付の表示方法を和歴表示から西暦表示に変更い
たしております。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や設備投資、雇用環

境の改善により国内個人消費も緩やかな回復基調が続いているものの、

米中間の貿易摩擦の激化、英国のEU離脱問題、保護貿易政策によるグロ

ーバル経済への影響や原材料価格の高騰などを背景として、世界経済は

中国を中心に減速傾向が強まっており、先行き不透明な状況で推移しま

した。

　このような経済状況のもと、当社グループは主要事業の会員数の増加

に努めるとともに、サービス内容の拡充と業務の効率化に取り組んでま

いりました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高71億19百万円（前期比

11.3％増）、営業利益14億４百万円（同22.4％増）、経常利益14億19百

万円（同22.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益10億10百万円（同

22.9％増）となりました。

　事業別の業績は次のとおりであります。

（ⅰ）アカウンティングサービス事業

　アカウンティングサービス事業は、生命保険営業職員を中心とする個

人事業主及び小規模企業に対する経理代行を中心とした会計サービスに

なります。

　同事業では前期から引き続き既存チャネルを深耕し、会員数の安定的

な増加に注力すると共に、処理単価の見直しによる原価抑制、及びアプ

リ利用促進に伴うサービス提供体制の構築を進めました。
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　その結果、当連結会計年度末（2019年３月31日）の記帳代行会員数は

66,359名（前期末比3,093名増）となりました。

　この結果、アカウンティングサービス事業における当連結会計年度の

売上高は32億16百万円（前期比6.0％増）、営業利益は９億63百万円（同

16.5％増）となりました。

（ⅱ）コンサルティング事業

　コンサルティング事業は、中堅中小企業の総務経理部門に対する各種

情報提供サービスの「エフアンドエムクラブ」、ISO及びプライバシーマ

ークの認証取得支援、「ものづくり補助金」をはじめとした補助金受給

申請支援等になります。

　「エフアンドエムクラブ」については、地域金融機関等と新たな連携

契約の締結を進めると共に、既に連携済みの金融機関とは共催セミナー

や行員向けの勉強会の開催、営業同行などを通じて関係強化に注力する

ことで、営業機会の増強に努めました。また、IT化による生産性向上を

進めたい会員企業に向けて「IT導入補助金」を活用したIT投資及び導入

の支援を行い、2019年３月には経済産業省より情報処理支援機関の認定

を受けました。

　その結果、当連結会計年度末（2019年３月31日）のエフアンドエムク

ラブ会員数は6,208社（前期末比332社増）となりました。

　ISO及びプライバシーマークの認証取得支援については、食品事業者全

般にわたって、義務化が進められているHACCPや、ISO22000の需要への対

応に引き続き注力しました。

　「ものづくり補助金」をはじめとした補助金受給申請支援については、

平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助

金」（１次公募）において、497件の申請支援を行いました。その結果、

採択されたのは、単独で支援した228件と、金融機関との連携によるもの

を合わせ、計数百件に上りました。続く２次公募については14件の申請

を支援し、単独支援分は１件が採択されました。

　この結果、コンサルティング事業における当連結会計年度の売上高は

28億98百万円（前期比14.3％増）、営業利益は９億98百万円（同8.4％

増）となりました。
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（ⅲ）ビジネスソリューション事業

　ビジネスソリューション事業は、士業向けコンサルティング、及び企

業向けITソリューションの提供等になります。

　士業向けコンサルティングとしては、ワンストップ・ファイナンシャ

ルショップを目指す税理士・公認会計士のボランタリーチェーン

「TaxHouse」、認定支援機関である会計事務所の対応力向上を支援する

「経営革新等支援機関推進協議会」、及び社会保険労務士事務所の経営

を支援する「SR STATION」となります。

　「経営革新等支援機関推進協議会」では新規会員の募集を進めると共

に、令和元年度補助金の概要、ものづくり補助金、小規模事業者持続化

補助金などの情報提供、及び事業承継やスモールM&Aを支援するノウハウ

提供などを中心に、会員事務所が高付加価値サービスを提供するための

継続的な研修の実施に注力しました。

　その結果、当連結会計年度末（2019年3月31日）の「TaxHouse」の加盟

事務所数は367件（前期末比３件減）、「経営革新等支援機関推進協議

会」の会員数は629件（前期末比178件増）、「SR STATION」の加盟事務

所数は193件（前期末比40件減）となりました。

　企業向けITソリューションの提供としては、マイナンバー管理ならび

に労務関連手続きの電子申請が可能なクラウド型労務管理システム「オ

フィスステーション」シリーズの販売となります。「オフィスステーシ

ョン」シリーズは、社会保険労務士や税理士などの士業と企業の双方で

利用が可能となるマイナンバー管理システム「マイナンバーステーショ

ン」、及び同システムと内部連携が可能で各種労務関連手続きを電子申

請できるシステム「労務ステーション」で構成されております。

　労務手続きを巡っては2020年４月１日から大企業（資本金または出資

金の額が１億円を超える法人など）に対して電子申請を義務化する方針

が示されたこともあり、該当する企業においてそれに対応できるシステ

ムやソフトの選定に向けた動きが活発になっております。この状況を踏

まえて、販売代理店との共催セミナーの継続実施に加え、Webマーケティ

ングによる販路開拓に注力いたしました。

　その結果、当連結会計年度末（2019年3月31日）の「オフィスステーシ

ョン」シリーズの利用は企業が2,798件（前期末比1,018件増）、士業が
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1,048件（前期末比83件減）となりました。

　この結果、ビジネスソリューション事業における当連結会計年度の売

上高は６億84百万円（前期比41.7％増）、営業利益は90百万円（同318.8％

増）となりました。

（ⅳ）不動産賃貸事業

　不動産賃貸事業は、当社が所有するオフィスビルの賃貸収入で安定し

た収益を計上しております。当連結会計年度の売上高は１億14百万円

（前期比1.6％増）、営業利益は34百万円（同32.0％減）となりました。

（ⅴ）その他事業

　その他事業は、連結子会社エフアンドエムネット株式会社のシステム

開発事業、パソコン教室の本部運営及びFC指導事業等になります。パソ

コン教室の本部運営及びFC指導事業においては、受講生に対する積極的

なカウンセリングを強化することで継続率の向上に努めました。

　この結果、その他事業における当連結会計年度の売上高は２億６百万

円（前期比10.7％減）、営業利益は51百万円（同133.8％増）となりまし

た。
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　　　事業区分別営業収入の状況

事業区分 金額（千円） 構成比(％) 前期比(％)

アカウンティングサービス事業 3,216,248 45.2 6.0

コンサルティング事業 2,898,041 40.7 14.3

ビジネスソリューション事業 684,869 9.6 41.7

不動産賃貸事業 114,008 1.6 1.6

事業区分計 6,913,168 97.1 12.2

その他事業　（注）２ 206,348 2.9 △10.7

合　計 7,119,517 100.0 11.3

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．「その他事業」の区分は、連結子会社エフアンドエムネット株式会社のシ

ステム開発事業、パソコン教室の本部運営及びFC指導事業等を含んでおり

ます。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は340,498

千円で、その主なものは次のとおりであります。

事業の名称 投資内容 金額（千円）

アカウンティングサービス事業 業務システム等開発 79,384

コンサルティング事業 業務システム等開発 19,302

ビジネスソリューション事業 販売用システム等開発 165,344

全社
大阪本社ビル設備 39,731

OA機器等入替 16,501

　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありませ

ん。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中は、資金調達を行っておりません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分
第26期

(2016年３月期)
第27期

(2017年３月期)
第28期

(2018年３月期)

第29期
(当連結会計年度)
(2019年３月期)

売 上 高 (千円) 5,512,417 6,216,699 6,394,783 7,119,517

経 常 利 益 (千円) 1,053,874 1,236,320 1,163,171 1,419,978

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

(千円) 712,056 862,394 822,689 1,010,913

１株当たり当期純利益 (円) 49.59 60.04 57.19 70.14

総 資 産 (千円) 6,693,906 7,290,307 7,973,054 8,919,526

純 資 産 (千円) 5,328,642 5,925,268 6,504,206 7,202,299

１株当たり純資産額 (円) 369.02 409.58 449.27 497.18

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）に

より算出しております。また、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数（自己株式

を控除した株式数）により算出しております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16

日)を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額につい

ては、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出 資 比 率

主 な 事 業 内 容

エフアンドエムネット株式会社 58,000千円 100.0％
システム開発・インターネット
コンテンツ企画

一般社団法人マイナンバー推進協議会 － － マイナンバー制度の導入支援
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(4) 対処すべき課題

①　アカウンティングサービス事業

　アカウンティングサービス事業は、引き続き会計サービスの更なる拡充を

進めるために、既存チャネルである生命保険営業職員等の会員数増加に注力

すると共に、新たなチャネルの開拓を継続して行います。当面はシェア拡大

を 優先事項としてチャネルの深耕と拡大を行うことで、安定的な成長及び

利益貢献を進めてまいります。

　併せてAI技術を処理工程で活用することで、属人的なオペレーションから

の脱却を図り、処理量の増大及び処理時間の短縮を目指します。

②　コンサルティング事業

　コンサルティング事業は、中堅中小企業の総務経理部門に対する各種情報

提供サービスの「エフアンドエムクラブ」、ISO及びプライバシーマークの認

証取得支援、「ものづくり補助金」をはじめとした補助金受給申請支援等に

なります。

　中堅中小企業の総務経理部門への情報提供サービス「エフアンドエムクラ

ブ」においては、就業規則診断や諸規程ドラフト提供などの総務・労務部門

のリスクヘッジコンテンツ、資金戦略を支援する財務コンテンツ、人材確保

や組織風土改善を支援する人材コンテンツに加え、中堅中小企業において昨

今大きな課題となってきている事業承継の支援、生産性向上に向けたIT導入

の支援に関するサービス開発と、提供体制の構築に注力することで、会員企

業数の増大に向けた取り組みを継続します。

　ISOの認証取得については、食品事業者全般にわたって義務化が進められて

いるHACCPやISO22000へのニーズの高まりに対応していきます。

　補助金受給申請支援については、金融機関及び機械商社等との連携を深め、

支援内容の拡充を進めることで、中堅中小企業の設備投資計画の支援を行い

ます。

③　ビジネスソリューション事業

　ビジネスソリューション事業は、士業向けコンサルティング、及び企業向

けITソリューションの提供等になります。

　士業向けコンサルティングにおけるワンストップ・ファイナンシャルショ

ップを目指す、税理士・公認会計士のボランタリーチェーン「TaxHouse」の

本部運営においては、加盟店が高付加価値サービスを提供するために必要な

ノウハウ提供や、企業や個人が求める税務顧問の内容に合致するサービス提

供が可能な加盟店の紹介に引き続き注力いたします。
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　認定支援機関である会計事務所の対応力向上を支援する「経営革新等支援

機関推進協議会」では、定期的に研修を実施することで、各種補助金、税制

改正、金融商品知識などの 新情報、及びそれらを活用したコンサルティン

グを行うためのノウハウ提供に努めます。

　企業向けITソリューションの提供としては、マイナンバー管理ならびに労

務関連手続きの電子申請が可能なクラウド型労務管理システム「オフィスス

テーション」シリーズの販売に注力いたします。政府は社会保険関連手続き

の見直しとして、デジタルファーストの原則に基づき、大企業（資本金また

は出資金の額が１億円を超える法人など）に対して2020年４月１日から電子

申請を義務化する方針を示しました。これを受け、オンライン申請の活用に

よるワンストップ化・ワンスオンリー化はより一層加速するものと考えてお

ります。オンライン利用の拡大に備え、給与計算・勤怠・業務の各システム

ベンダーとのAPI連携を重ねると共に、商品ラインナップを拡充することでユ

ーザビリティの向上に努め、販路開拓に注力いたします。

④　その他事業

　エフアンドエムネット株式会社では、マイナンバー管理システム、イーラ

ーニングシステム、人事給与システムなどの事業者向けのクラウドサービス

を充実させることにより、多くの中堅中小企業で活用の進んでいないITを軸

としたバックオフィス業務支援を推進してまいります。

　当社グループは以上のような活動を通じ、地域社会への貢献と株式価値の

極大化に努めてまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも変わら

ぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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(5) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

　当社グループは、主に次の事業を行っております。

１．アカウンティングサービス事業

個人事業主及び小規模企業に対する経理代行を中心とした会計サービ

ス

２．コンサルティング事業

中堅中小企業の総務経理部門に対する各種情報提供サービス

ISO及びプライバシーマークの認証取得支援

「ものづくり補助金」等の補助金受給申請支援

３．ビジネスソリューション事業

税理士・公認会計士のボランタリーチェーン「TaxHouse」

認定支援機関である会計事務所の対応力向上を支援する「経営革新等

支援機関推進協議会」

社会保険労務士事務所の経営を支援する「SR STATION」

マイナンバー管理ならびに労務関連手続きの電子申請が可能なクラウ

ド型労務管理システム「オフィスステーション」シリーズの販売

４．不動産賃貸事業

当社が所有するオフィスビルの賃貸

５．その他事業

連結子会社エフアンドエムネット株式会社のシステム開発事業

パソコン教室の本部運営及びFC指導事業

(6) 主要な営業所（2019年３月31日現在）

①　当社

大阪本社　：大阪府吹田市

東京本社　：東京都中央区

名古屋支社：名古屋市中村区

福岡支社　：福岡市博多区

仙台支社　：仙台市青葉区

札幌支社　：札幌市北区

沖縄支社　：沖縄県那覇市
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②　子会社

エフアンドエムネット株式会社

　本社　　：大阪府吹田市

一般社団法人マイナンバー推進協議会

　本社　　：大阪府吹田市

(7) 使用人の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事　業　区　分 使　用　人　数 前期末比増減

アカウンティングサービス事業 177（  1）名 △2（ －）名

コンサルティング事業 182（  8）名 23（△1）名

ビジネスソリューション事業  31（ －）名 1（ －）名

不 動 産 賃 貸 事 業 －（ －）名 －（ －）名

そ の 他 事 業 40（ 36）名 △1（  7）名

全 社 34（  9）名 6（  1）名

合 計 464（ 54）名 27（  7）名

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載
しております。

２．全社として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属し
ているものであります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

436（20）名 25（△6）名 38.4歳 7.4年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

(8) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

み ず ほ 銀 行 124,940千円
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 50,400,000株

②　発行済株式の総数（自己株式を含む） 15,547,100株

③　株主数 1,821名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合 同 会 社 モ リ ナ カ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 6,450,000株 44.71％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,255,400株 8.70％

株 式 会 社 光 通 信 852,000株 5.91％

エ フ ア ン ド エ ム 従 業 員 持 株 会 751,848株 5.21％

森 中 一 郎 453,600株 3.14％

奥 村 美 樹 江 320,900株 2.22％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 308,500株 2.14％

STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OD11 282,000株 1.95％

CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH/UCITS CLIENTS 219,000株 1.52％

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 167,100株 1.16％

（注）１．当社は、自己株式を1,121,492株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

（2019年３月31日現在）

第６回新株予約権

発行決議日 2015年８月17日

新株予約権の数 30個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　3,000株

(新株予約権１個につき100株)

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額

新株予約権１個当たり53,800円

（１株当たり538円）

権利行使期間
2016年７月１日から

2021年６月30日まで

行使の条件 （注）２

役 員 の

保 有 状 況

取締役

（監査等委員を除く）

新株予約権の数　　　 30個

目的となる株式数　3,000株

保有者数　　　　　　 ３名

（注）１．監査等委員である取締役の保有分はありません。

　　　２．新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業

員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を失った場合で

も、当社取締役会が適切と認めた場合に限り、引き続き新株予約権を行使できるもの

とする。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。

③　その他新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況　　　　　　　　　　　　　　（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 森 中 一 郎
エフアンドエムネット株式会社取締役
合同会社モリナカホールディングス代表社員

専 務 取 締 役 小 林 裕 明 営 業 統 括 管 掌

取 締 役 田 辺 利 夫

取 締 役 奥 　 村 　 美 樹 江

取 締 役 原 田 博 実

取 締 役 山 本 武 司 営 業 顧 問

取 締 役
（監査等委員・常勤）

西 　 川 　 洋 一 郎 エフアンドエムネット株式会社監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

大 野 長 八 大 野 ア ソ シ エ ー ツ 代 表

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

宗 吉 勝 正
宗 吉 勝 正 税 理 士 事 務 所 所 長
株 式 会 社 上 組 社 外 監 査 役

（注）１．取締役（監査等委員）大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）大野長八氏及び宗吉勝正氏は、以下のとおり、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。

・大野長八氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいて、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。

・宗吉勝正氏は、税理士の資格を有しております。

３．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査

等委員を置いております。

４．当社は、取締役（監査等委員）大野長八氏及び宗吉勝正氏を東京証券取引所に独立役

員として届け出ております。

５．取締役（監査等委員）大野長八氏は、2019年３月28日付で株式会社ガイアックスの社

外取締役を退任いたしました。

－ 14 －



②　事業年度中に退任した取締役

　該当事項はありません。

③　取締役の報酬等

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） ６名 83百万円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３名
(２名）

８百万円
（３百万円）

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

９名
（２名）

91百万円
（３百万円）

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は

含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、2015年６月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役

（監査等委員を除く）について年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い）、取締役（監査等委員）について年額30百万円以内と決議いただいております。

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）大野長八氏は、大野アソシエーツ代表でありま

す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。なお、株式会

社ガイアックスの社外取締役につきましては2019年３月28日付で退任

いたしました。

・取締役（監査等委員）宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び

株式会社上組の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。
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ロ．会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役

員との親族関係

　該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取締役（監査等委員）

大野　長八

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に、また、監

査等委員会８回の全てに出席いたしました。経営者としての豊

富な経験から、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等

委員会において、当社の内部監査について適宜必要な発言を行

っております。

取締役（監査等委員）

宗吉　勝正

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査等

委員会８回の全てに出席いたしました。税理士としての専門的

な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま

た、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、

専門的見地から適宜必要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に

基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第

１項に定める額としております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　仰星監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財務上の利益の合計額
18,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計

監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

　　制その他会社の業務の適正を確保するための体制

　　当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　当社は、信頼される誠実な企業であるために、コンプライアンスの統括

責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命し、全社的な取り組みを

横断的に統括するコンプライアンス法務室を総務部の中に設置する。コン

プライアンス・ホットラインによりコンプライアンス体制の整備と問題点

の把握に努め、その運営にあたっては、公益通報者保護法を遵守し、通報

者に不利益がないことを確保する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、文書管理・保存に関する統括責任者として担当取締役を任命し、

文書管理規程に基づいて、取締役の職務執行に係る情報その他重要な情報

を文書又は電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、各々の担当職

務に従い適切に保存しかつ管理する。取締役は、常時、これらの文書等を

閲覧できるものとし、文書管理規程の改定については取締役会の承認を得

るものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、会社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を任命し、

リスク管理担当取締役を補佐する統括責任部署を総務部とし、組織横断的

リスク状況の監視並びに全社的対応を行う。リスク管理担当取締役は、必

要に応じて全社的リスク管理の進捗状況と内部監査の結果を、取締役会及

び監査等委員会へ報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、取締役の中から各取締役の職務執行の効率性に関する統括

責任者として担当取締役を任命する。担当取締役は、各取締役の職務執行

の効率性に関するレビューを行い、必要に応じてその結果を取締役会へ報

告する。
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５．当社並びに子会社から成る企業集団（グループ）における業務の適正を

確保するための体制

　当社は、当社及びグループ会社における業務の適正を確保するために、

統括責任者として担当取締役を任命する。子会社を管掌する役員又は本部

長は、当社及びグループ各社間での業務の適正確保に関する協議、情報の

共有化、指示・要請の伝達等を行い、必要に応じて改善策の指導、実施の

支援・助言を行うことができる。子会社を管掌する取締役又は本部長、及

び子会社社長は、各部門の業務の適正を確保する制度の確立と運用の権限

と責任を有する。子会社を管掌する取締役又は本部長は、子会社に対し子

会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告を求め、

それらが効率的に行われること、法令及び定款に適合することを確保する

とともに、損失の危険を監視し、業務の適正管理に努める。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項

　監査等委員会は、必要に応じて取締役及び管理本部所属の従業員に監査

業務に必要な事項を命令することができるものとする。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の他の取締役（監査

等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

　監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所

属の従業員は、その命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）、管理本部長等の指揮命令を受けないものとする。

８．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に対する指示の実効

性の確保に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会

の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底する。

９．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員、子会社

の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の

監査等委員会に報告をするための体制

　当社の取締役及び従業員、当社の子会社の取締役、監査役、従業員又は

これらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法定の事項に

加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施

状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をす

みやかに報告する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との

協議により決定した方法によるものとする。
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10．監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、公益通報者保護法を遵守し、監査等委員会への報告を行った通

報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、通報

者に不利益がないことを確保する。

11．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の

請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、速やかに当該費用又は

債務を処理する。

12．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会は、必要に応じて各業務執行取締役及び重要な各従業員か

らのヒヤリングを行うことができるものとする。また、代表取締役社長、

会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催することができる。

監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保するものとす

る。監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要

と認めるときは、自らの判断で、法律事務所、公認会計士、コンサルタン

トその他の外部アドバイザーを積極的に活用することができる。

13．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力排除につき、反社会的勢力隔絶のための対策指針

に明文化する。反社会的勢力対応部署を設置する。対応に際しては、代表

取締役社長以下、組織全体として対応する。反社会的勢力による不当要求

に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部

の専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、不当要求の際には、民事

と刑事の両面から法的対応を行い、対応する従業員の安全を確保する。反

社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社

会的勢力による不当要求は拒絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対

に行わない。反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業

員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引

を絶対に行わない。
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②　内部統制システムの運用状況の概要

当社は、内部統制システムを次のとおり運用しております。

１．取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実

を図ることを目的に監査等委員会設置会社の体制を選択しております。

２．当期は定例を含め14回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係

る重要事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

３．全社員に対しては、WEBシステムによるコンプライアンステストを営業日

に隔日で配信するなど、法令順守に向けた取り組みを継続的に実施して

おります。

(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指

し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべき

と考えております。

　現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続

き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと位置

付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実

を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。今後

も、中長期的な視点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入

することにより持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努め

てまいります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき12円といたしたく、

2019年６月26日開催の当社第29期定時株主総会に付議する予定です。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

滞 留 債 権

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,669,285

4,256,100

353,785

3,322

1,135

8,276

58,372

△11,707

4,250,240

2,585,583

1,236,539

0

67,416

1,281,627

656,236

670

617,096

38,469

1,008,420

328,747

185,275

27,320

125,286

321,212

44,202

△23,625

流 動 負 債 1,548,490

支払手形及び買掛金 8,709

短 期 借 入 金 50,040

未 払 法 人 税 等 323,749

賞 与 引 当 金 291,525

そ の 他 874,465

固 定 負 債 168,736

長 期 借 入 金 74,900

退職給付に係る負債 18,133

負 の の れ ん 1,455

そ の 他 74,246

負 債 合 計 1,717,226

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,098,480

資 本 金 930,593

資 本 剰 余 金 2,109,002

利 益 剰 余 金 4,330,329

自 己 株 式 △271,444

その他の包括利益累計額 73,696

その他有価証券評価差額金 73,696

新 株 予 約 権 30,122

純 資 産 合 計 7,202,299

資 産 合 計 8,919,526 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,919,526
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,119,517

売 上 原 価 2,093,443

売 上 総 利 益 5,026,073

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,621,417

営 業 利 益 1,404,655

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,097

有 価 証 券 利 息 3,148

受 取 配 当 金 1,830

保 険 手 数 料 収 入 261

業 務 受 託 料 収 入 842

除 斥 配 当 金 受 入 益 920

負 の の れ ん 償 却 額 181

助 成 金 収 入 379

そ の 他 1,366 16,028

営 業 外 費 用

支 払 利 息 531

そ の 他 175 706

経 常 利 益 1,419,978

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 644 644

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,419,333

法人税、住民税及び事業税 472,910

法 人 税 等 調 整 額 △64,490 408,420

当 期 純 利 益 1,010,913

親会社株主に帰属する当期純利益 1,010,913
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連結株主資本等変動計算書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本
その他の包括
利益累計額

新 株
予約権

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 921,415 2,099,824 3,650,751 △271,444 6,400,546 69,169 34,490 6,504,206

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △331,334 － △331,334 － － △331,334

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

－ － 1,010,913 － 1,010,913 － － 1,010,913

新 株 予 約 権 の 行 使 9,178 9,178 － － 18,356 － △4,368 13,988

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

－ － － － － 4,527 － 4,527

当連結会計年度変動額合計 9,178 9,178 679,578 － 697,934 4,527 △4,368 698,093

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 930,593 2,109,002 4,330,329 △271,444 7,098,480 73,696 30,122 7,202,299
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　２社

・連結子会社の名称　　　　　　　エフアンドエムネット株式会社

一般社団法人マイナンバー推進協議会

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

（イ）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

（ロ）その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産　　　　　　　　　当社の商品は月次総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）、連結子会社の仕掛品は個別法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）によっており、貯蔵品は当社及び連結

子会社とも 終仕入原価法による原価法によっており

ます。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　定率法によっております。

　　（リース資産を除く）　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　６～42年

工具、器具及び備品　　３～15年
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ロ．無形固定資産　　　　　　　　定額法を採用しております。

　　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．長期前払費用　　　　　　　　均等償却によっております。

ニ．リース資産　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　当社及び連結子会社は従業員の賞与支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、従来より前払退職金及び退職一時金を選択できる制度を採用し

ておりましたが、それに加えて当連結会計年度より選択制確定拠出年金制度を導入してお

ります。

　退職一時金については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　確定拠出年金制度については、要拠出額をもって費用処理しております。

⑤　のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間

　のれん及び2010年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、20年間の定額

法により償却を行っております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16

日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分

に表示しております。
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３．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 985,404千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 15,521,100株 26,000株 －株 15,547,100株

（注）発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使による新株発行によるものであります。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,121,492株 －株 －株 1,121,492株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
１ 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効力発生日

2018年６月27日

定 時 株 主 総 会
普通株式 158,395千円 11円 2018年３月31日 2018年６月28日

2018年11月13日

取 締 役 会
普通株式 172,939千円 12円 2018年９月30日 2018年12月３日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配 当 額
基 準 日 効力発生日

20 1 9年６月26日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 173,107千円 12円 2019年３月31日 2019年６月27日

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

決 議 年 月 日 2015年８月17日

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 179,300株

新 株 予 約 権 の 残 高 1,793個
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については、短期的な預金や安定的に運用益を確保できる金

融資産に限定し、また、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達し

ております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な

取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市

場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である未払金及び買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

　借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は 長で決算

日後２年半であります。金利の変動リスクを回避するため、固定金利により資金調達を行

っております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理部が

主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理す

るとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

　満期保有目的の債券は、資金運用管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象として

いるため、信用リスクは僅少であります。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等

を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関

係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新すると

ともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社に

おいても同様の管理を行っております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれてお

りません（（注２）参照）。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 4,256,100 4,256,100 －

(2）受取手形及び売掛金 353,785 353,785 －

(3）投資有価証券 328,643 334,749 6,106

　資産計 4,938,529 4,944,636 6,106

(1）支払手形及び買掛金 8,709 8,709 －

(2）短期借入金 50,040 50,040 －

(3）未払法人税等 323,749 323,749 －

(4）長期借入金 74,900 74,810 △89

　負債計 457,399 457,309 △89

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関

から提示された価格によっております。

負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 103

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、資産「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 4,256,100 － － －

受取手形及び売掛金 353,785 － － －

投資有価証券

　満期保有目的の債券（社債） － 100,000 － 100,000

合計 4,609,886 100,000 － 100,000

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、大阪府において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルを所有

しております。なお、当該賃貸オフィスビルの一部については、当社及び一部の連結子会

社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

　当連結会計年度における賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益

は、次のとおりであります。

（単位：千円）

賃貸収益 賃貸費用 差額
その他

（売却損益等）

賃貸等不動産として使用

される部分を含む不動産
114,008 85,627 28,380 －

(注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理

として当社及び一部の連結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収

益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、

保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

　当該賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、

当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
当 連 結 会 計

年度末の時価
当 連 結 会 計

年度期首残高

当 連 結 会 計

年 度 増 減 額

当 連 結 会 計

年 度 末 残 高

賃貸等不動産として使用

される部分を含む不動産
2,140,584 △12,773 2,127,810 1,892,000

(注１) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注２) 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は設備投資（41,676千円）であり、主な

減少額は減価償却（54,411千円）であります。

(注３) 当連結会計年度末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額で

あります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 497円18銭

(2) １株当たり当期純利益 70円14銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 69円67銭

８．資産除去債務に関する注記

　当社は、東京、名古屋、福岡、仙台、札幌、沖縄地域に支社等として賃借物件を使用してお

り、また、近畿圏にてパソコン教室として７店舗の賃借物件を使用しております。

　上記物件は不動産賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有

しております。

　賃借物件については当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予

定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務

に見合う資産除去債務を計上しておりません。

９．その他の注記

　連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書に記載の金額は、千円未満を

切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

滞 留 債 権

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

4,493,169

4,091,878

342,640

3,322

8,267

46,075

6,182

6,505

△11,703

4,450,619

2,578,531

1,235,747

0

61,156

1,281,627

834,274

825,822

8,451

1,037,814

328,747

89,617

1,710

1,026

125,321

27,320

125,158

321,212

41,323

△23,625

流 動 負 債 1,584,220

買 掛 金 8,555

1年内返済予定の長期借入金 50,040

未 払 金 331,323

未 払 費 用 217,646

未 払 法 人 税 等 305,148

未 払 消 費 税 等 99,580

前 受 金 177,553

預 り 金 110,891

賞 与 引 当 金 271,617

そ の 他 11,863

固 定 負 債 168,043

長 期 借 入 金 74,900

退 職 給 付 引 当 金 17,005

預 り 保 証 金 76,138

負 債 合 計 1,752,264

純 資 産 の 部

株 主 資 本 7,087,705

資 本 金 930,593

資 本 剰 余 金 2,109,002

資 本 準 備 金 311,092

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,797,909

利 益 剰 余 金 4,319,554

そ の 他 利 益 剰 余 金 4,319,554

繰 越 利 益 剰 余 金 4,319,554

自 己 株 式 △271,444

評 価 ・ 換 算 差 額 等 73,696

その他有価証券評価差額金 73,696

新 株 予 約 権 30,122

純 資 産 合 計 7,191,524

資 産 合 計 8,943,789 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,943,789
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損　益　計　算　書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,029,254

売 上 原 価 2,005,334

売 上 総 利 益 5,023,920

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,593,317

営 業 利 益 1,430,602

営 業 外 収 益 15,434

営 業 外 費 用 706

経 常 利 益 1,445,330

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 644 644

税 引 前 当 期 純 利 益 1,444,686

法人税、住民税及び事業税 452,412

法 人 税 等 調 整 額 △27,493 424,919

当 期 純 利 益 1,019,766
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株主資本等変動計算書

（ 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 921,415 301,914 1,797,909 2,099,824 3,631,122 3,631,122

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △331,334 △331,334

当 期 純 利 益 － － － － 1,019,766 1,019,766

新株予約権の行使 9,178 9,178 － 9,178 － －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 9,178 9,178 － 9,178 688,431 688,431

当 期 末 残 高 930,593 311,092 1,797,909 2,109,002 4,319,554 4,319,554

株 主 資 本
評 価 ・ 換 算
差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △271,444 6,380,918 69,169 34,490 6,484,577

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △331,334 － － △331,334

当 期 純 利 益 － 1,019,766 － － 1,019,766

新株予約権の行使 － 18,356 － △4,368 13,988

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ － 4,527 － 4,527

当 期 変 動 額 合 計 － 706,787 4,527 △4,368 706,946

当 期 末 残 高 △271,444 7,087,705 73,696 30,122 7,191,524
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　有価証券

イ．満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

③　たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　　　　月次総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

・貯蔵品　　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　　定率法によっております。

　　（リース資産を除く）　　　　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物は定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　６～42年

工具、器具及び備品　　３～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　定額法を採用しております。

　　（リース資産を除く）　　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいております。

③　長期前払費用　　　　　　　　　　均等償却によっております。

④　リース資産　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。
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③　退職給付引当金　　　　　　　　　当社は、従来より前払退職金及び退職一時金を選択

できる制度を採用しておりましたが、それに加えて

当事業年度より選択制確定拠出年金制度を導入して

おります。

退職一時金については、従業員の退職給付に備える

ため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

確定拠出年金制度については、要拠出額をもって費

用処理しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理　　　　　　　　　税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示して

おります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 956,343千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 7,278千円

②　短期金銭債務 154,410千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 営業取引高

①　売上高 62,035千円

②　売上原価 5,579千円

③　販売費及び一般管理費 97,808千円

(2) 営業取引以外の取引高

　　ソフトウエアの取得 390,690千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,121,492株 －株 －株 1,121,492株
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 3,583千円

賞与引当金 83,169千円

未払事業税 20,109千円

未払事業所税 1,986千円

未払費用 15,456千円

前受金 1,024千円

繰延税金資産（流動）小計 125,329千円

繰延税金資産（流動）合計 125,329千円

　繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 45,513千円

投資有価証券評価損 8,172千円

土地固定資産税等相当額 1,874千円

減価償却超過額 7,410千円

新株予約権 9,223千円

退職給付引当金 5,207千円

繰延税金資産（固定）小計 77,402千円

　評価性引当額 △55,560千円

繰延税金資産（固定）合計 21,841千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △21,849千円

繰延税金負債（固定）合計 △21,849千円

繰延税金資産の純額 125,321千円

７．リースにより使用する固定資産に関する注記

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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８．関連当事者との取引に関する注記

子会社

種 類
会社等の

名 称

議 決 権 等 の 所 有

（被所有）割合(％)

関連当事者

との関係
取引内容

取引金額

( 千 円 )
科 目

期末残高

( 千 円 )

子 会 社
エフアンドエム

ネット株式会社

所有

直接

100.0％

役員の兼任

ソフトウエ

ア の 取 得

（ 注 ） １

390,690

未 払 金 154,410
シ ス テ ム

保 守 料 等

（ 注 ） １

103,387

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．価格その他の取引条件は、他の外注先との取引条件を勘案し、その都度交渉の上

で決定しております。

２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めており

ます。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 496円44銭

(2) １株当たり当期純利益 70円76銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 70円28銭

10．その他の注記

　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に記載の金額は、千円未満を切り捨てて表

示しております。

－ 38 －



連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月16日

株式会社エフアンドエム

取締役会　御中

仰星監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 寺 本 　 悟 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 平 塚 博 路 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エフアンドエムの2018年４月１日から2019年３月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及

び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す

る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社エフアンドエム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月16日

株式会社エフアンドエム

取締役会　御中

仰星監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 寺 本 　 悟 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 平 塚 博 路 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エフアンドエムの2018年４月１日から2019

年３月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明

細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ

スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び

その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及

びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表

示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第29期事業
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方
針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内
容について検討を加えました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2019年５月17日

株式会社エフアンドエム　監査等委員会

常勤監査等委員 西　川　洋一郎 

監 査 等 委 員 大 野 長 八 

監 査 等 委 員 宗 吉 勝 正 

（注）監査等委員大野長八及び宗吉勝正は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　第29期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は173,107,296円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2019年６月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

　現任取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
取締役６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は

ございませんでした。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

もり

森
なか

中
いち

一
ろう

郎

(1961年２月13日生)

1990年７月　当社設立

当社代表取締役社長（現任）

2000年９月　エフアンドエムネット株式会社取

締役（現任）

2009年11月　合同会社モリナカホールディング

ス代表社員（現任）

（重要な兼職の状況）

エフアンドエムネット株式会社取締役

合同会社モリナカホールディングス代表社員

453,600株

２

こ

小
ばやし

林
ひろ

裕
あき

明

(1961年７月25日生)

1991年11月　当社入社

1999年４月　当社エフアンドエムクラブ事業本部長

1999年６月　当社取締役

2001年５月　当社営業全般管掌

2001年10月　当社アウトソーシング事業本部長

2002年４月　当社営業全般管掌

2004年６月　当社常勤監査役

2007年６月　当社取締役

2007年６月　当社エフアンドエムクラブ事業本

部管掌

2008年４月　当社アウトソーシング事業本部管掌

2008年６月　当社常務取締役

2009年４月　当社営業統括管掌（現任）

2011年６月　当社専務取締役（現任）

116,800株

３
た

田
なべ

辺
とし

利
お

夫
(1960年12月７日生)

1992年12月　当社入社

1999年４月　当社アウトソーシング事業本部長

1999年６月　当社取締役

2000年４月　当社アウトソーシング事業本部長

2001年５月　当社アウトソーシング事業本部管掌

2003年４月　当社アウトソーシング事業本部長

兼名古屋支社長

2005年４月　当社管理本部長

2007年６月　当社常勤監査役

2009年６月　当社取締役（現任）

2009年６月　当社管理本部長

36,800株
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４
おく

奥
 

　
むら

村
 

　
み

美
き

樹
え

江
(1964年１月30日生)

1990年７月　当社入社

1991年６月　当社取締役

2001年５月　当社内部監査室室長

2005年４月　当社アウトソーシング事業本部管掌

2006年６月　当社常務取締役

2008年８月　当社金融法人企画本部長

2009年６月　当社常勤監査役

2011年６月　当社取締役（現任）

320,900株

５
はら

原
だ

田
ひろ

博
み

実
(1970年８月28日生)

2000年９月　エフアンドエムネット株式会社入社

2001年５月　当社入社

2003年４月　エフアンドエムネット株式会社取締役

2003年４月　当社管理本部長

2005年４月　当社アウトソーシング事業本部長

2006年４月　当社マーケティング統括本部長

2006年６月　当社取締役（現任）

2007年４月　当社タックスハウス事業本部管掌

11,100株

６
やま

山
もと

本
たけ

武
し

司
(1942年６月８日生)

2002年４月　当社入社

2003年４月　当社東日本営業本部長

2004年９月　当社顧問

2006年６月　当社取締役（現任）

2009年４月　当社営業顧問（現任）

2,200株

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

にし

西
 

　
かわ

川
 

　
よう

洋
いち

一
ろう

郎

(1942年５月24日生)

1998年１月　当社入社

1999年６月　当社常勤監査役

2000年９月　エフアンドエムネット株式会社監

査役（現任）

2004年６月　当社取締役

2006年４月　当社管理本部長

2006年６月　当社常務取締役

2011年６月　当社常勤監査役

2015年６月　当社取締役[常勤監査等委員]（現任）

（重要な兼職の状況）

エフアンドエムネット株式会社監査役

21,100株

２

おお

大
の

野
ちょう

長
はち

八

(1948年12月27日生)

1986年８月　株式会社ベンチャー・リンク取締役

2000年４月　大野アソシエーツ代表（現任）

2006年８月　株式会社ガイアックス社外取締役

2007年６月　当社社外監査役

2015年６月　当社社外取締役[監査等委員]（現任）

（重要な兼職の状況）

大野アソシエーツ代表

1,000株

３

むね

宗
よし

吉
かつ

勝
まさ

正

(1949年10月13日生)

1968年４月　大阪国税局入局

2002年７月　豊岡税務署長

2008年７月　高松国税局長

2009年９月　宗吉勝正税理士事務所所長（現任）

2010年６月　株式会社上組社外監査役（現任）

2015年６月　当社社外取締役[監査等委員]（現任）

（重要な兼職の状況）

宗吉勝正税理士事務所所長

株式会社上組社外監査役

0株

(注) １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役候補者であります。

３．大野長八氏を社外取締役候補者とした理由は、他社での豊富な業務経験を有し、その経

験と幅広い見識により、職務を適切に遂行いただけると判断したためであります。上記

の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しておりま

す。

４．宗吉勝正氏を社外取締役候補者とした理由は、直接会社の経営に関与された経験はあり

ませんが、税理士としての専門的な知識・経験等により、職務を適切に遂行いただける

と判断したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行
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いただけるものと判断しております。

５．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、現在当社の社外取締役でありますが、監査等委員である

社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６．当社は、大野長八氏及び宗吉勝正氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第425条第１項に定める 低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を

継続する予定であります。

７．当社は、大野長八氏及び宗吉勝正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届

け出ております。両氏が再任された場合、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定で

あります。

以上

－ 47 －



株 主 総 会 会 場 ご 案 内

［会場］
大阪府吹田市江坂町１丁目23番38号
Ｆ＆Ｍビル７階　大阪本社セミナールーム

至梅田

新幹線至神戸 至京都
東海道本線

東三国

大阪内環状線

地
下
鉄
御
堂
筋
線

緑地公園

桃山台

名神高速道路

服部緑地

新
御
堂
筋

モノレール 千里中央

大阪中央環状線

江坂

新大阪

大阪空港

大阪内環状線

パシフィック
マークス江坂

新大阪江坂
東急REIホテル

大同
生命

地
下
鉄
御
堂
筋
線
江
坂
駅

三菱
ＵＦＪ銀行

関西
みらい銀行

会
場

交通のご案内
■地下鉄御堂筋線「江坂駅」②⑥号出口より徒歩約１分

○阪急「梅田駅」、ＪＲ「大阪駅」より地下鉄乗り換え約９分

○ＪＲ「新大阪駅」より地下鉄乗り換え約４分

■大阪国際空港より車で約15分

■モノレール「大阪空港駅」より「千里中央駅」乗り換え約25分

■関西国際空港よりＪＲ特急はるかで「新大阪駅」まで約45分


